
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件

二
二
七

○
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
発
見
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
件

二
二
八

○
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め
た
件

二
二
八

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
十
件

二
二
九

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

二
三
二

公

告

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

二
三
三

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
三
三

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

二
三
四

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
に
つ

い
て
訂
正
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
三
四

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

査

場

所

大
沼
郡
会
津
美

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法

六
月
二
一
日

新
鶴
生
涯
学
習
セ

里
町

施
行
令
（
平
成
五
年
政
令

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

ン
タ
ー

第
三
二
九
号
）
第
五
条
第

午
後
四
時
ま
で

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

六
月
二
二
日

会
津
美
里
町
役
場

じ
。
）
、
分
銅
及
び
お
も

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

本
庁
舎

り

午
前
一
二
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

六
月
二
三
日

会
津
美
里
町
役
場

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

本
郷
支
所

午
前
一
二
時
ま
で

同

郡
昭
和
村

七
月
五
日

昭
和
村
公
民
館

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

午
後
四
時
ま
で

同

郡
金
山
町

七
月
六
日

金
山
町
横
田
出
張

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

所

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

で
同

金
山
町
役
場

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

午
後
四
時
ま
で

同

郡
三
島
町

七
月
七
日

三
島
町
役
場

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

午
前
一
一
時
ま
で

耶
麻
郡
西
会
津

七
月
一
二
日

西
会
津
町
役
場

町

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か

ら午
前
一
二
時
ま
で

河
沼
郡
柳
津
町

同

柳
津
町
役
場

午
後
二
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で
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同

郡
会
津
坂

七
月
一
三
日

会
津
坂
下
町
役
場

下
町

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

東
分
庁
舎

午
前
一
二
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

七
月
一
四
日

同

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

午
前
一
二
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
二
時
三
〇
分
ま
で

右
に
掲
げ
る
町

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右

七
月
一
五
日
か
ら
八
月
一

福
島
県
計
量
検
定

村

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た

二
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日

所

も
の

曜
日
及
び
祝
日
を
除

く
。
）

午
前
九
時
か
ら

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

で午
後
一
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

二

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検

査

区

域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検

査

の

期

日

耶
麻
郡
西
会
津
町
、
河

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り

一
〇
月
三
日
か
ら
一
二
月
二

沼
郡
会
津
坂
下
町
、
同

一
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜

郡
柳
津
町
、
大
沼
郡
会

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

津
美
里
町
、
同
郡
三
島

町
、
同
郡
金
山
町
及
び

同
郡
昭
和
村

（
計
量
検
定
所
）

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

家
畜
が
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
と
な
っ
た
こ
と
の
発
見
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

患
畜
及
び
疑
似

病

名

畜

種

発
見
頭
数

発
見
の
場
所

発
見
年
月
日

摘

要

患
畜
の
区
分

ヨ
ー
ネ

牛

患
畜

一
頭

須
賀
川
市

令
和
四
年
五

殺
処
分

病

月
一
二
日（

畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四

年
度
に
お
け
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

調
査
を
行
う
者
の
名
称

調

査

地

域

調

査

期

間

福
島
市

大
波
第
一
七

大
波
第
一
八

令
和
五
年
三
月
三
一
日

伊
達
市

梁
川
第
一
八

梁
川
第
一
九

同

郡
山
市

石
筵
第
八

舞
木

同

天
栄
村

牧
本
第
二
八

大
里
第
二
九

同

白
河
市

九
番
町

同

塙
町

田
野
作
一

湯
舟
一

湯
岐
四

同

会
津
若
松
市

南
千
石
町
第
二

同

喜
多
方
市

小
舟
寺
第
三

同

北
塩
原
村

大
塩
第
七

同

湯
川
村

上
田
谷
地

松
川

同

───────────────────────────────────────────────────────────
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会
津
美
里
町

八
重
松

同

南
会
津
町

中
荒
井
第
三

中
荒
井
第
四

同

い
わ
き
市

合
戸
Ｂ

旅
人
Ｉ

大
平
Ｈ

同

下
永
井
Ａ

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

伊
達
市
霊
山
町
石
田
字
庄

変
更
前

六
・
七
〜

一
二
七
・
九

一
一
五
号

司
渕
一
二
番
一
地
先
か
ら

一
〇
・
二

同

市
霊
山
町
石
田
字
道

下
一
番
一
地
先
ま
で

変
更
後

七
・
八
〜

一
二
七
・
九

一
五
・
二

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
田
村

郡
山
市
田
村
町
守
山
字
小

変
更
前

一
一
・
〇
〜

四
七
・
五

安
積
線

性
町
一
六
二
番
二
地
先
か

三
四
・
〇

ら同

市
田
村
町
守
山
字
小

変
更
後

一
一
・
五
〜

四
七
・
五

性
町
一
六
五
番
一
地
先
ま

三
二
・
四

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
猪
苗

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
浜
崎

変
更
前

一
二
・
〇
〜

六
二
・
〇

代
塩
川
線

字
浜
崎
新
田
二
六
三
二
番

一
六
・
七

一
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
浜
崎

変
更
後

一
二
・
〇
〜

六
二
・
〇

字
浜
崎
新
田
八
六
一
番
二

一
四
・
八

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後
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の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
上
戸

双
葉
郡
広
野
町
大
字
上
浅

変
更
前

九
・
〇
〜

三
八
・
四

渡
広
野
線

見
川
字
平
鈴
一
番
五
一
地

二
九
・
〇

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
上
浅

変
更
後

二
四
・
〇
〜

三
八
・
四

見
川
字
平
鈴
一
番
五
一
地

三
〇
・
〇

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
飯
野

石
川
郡
石
川
町
字
屋
敷
ノ

変
更
前

六
・
九
〜

一
八
二
・
〇

三
春
石
川

入
二
二
七
番
一
地
先
か
ら

一
四
・
〇

線

同

郡
同

町
字
屋
敷
ノ

入
一
八
九
番
一
地
先
ま
で

変
更
後

六
・
九
〜

一
八
二
・
〇

一
八
・
六

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
上
名

福
島
市
町
庭
坂
字
堰
ノ
内

変
更
前

Ａ

二
〇
・
五
〜

一
五
〇
・
〇

倉
飯
坂
伊

一
六
番
一
地
先
か
ら

二
七
・
〇

達
線

同

市
町
庭
坂
字
堰
谷
地

二
六
番
地
先
ま
で

変
更
後

Ａ

二
〇
・
五
〜

一
五
〇
・
〇

二
七
・
〇

Ｂ

一
五
・
〇
〜

一
五
〇
・
〇

一
六
・
八

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
字
滝

変
更
前

Ａ

八
・
九
〜

八
六
・
〇

三
五
二
号

沢
一
〇
九
五
番
三
地
先
か

一
〇
・
〇

ら同

郡
同

村
字
滝

沢
一
〇
九
五
番
二
八
地
先

ま
で

南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
字
滝

Ｂ

六
・
二
〜

一
四
二
・
〇

沢
一
〇
九
五
番
二
八
地
先

二
八
・
〇

か
ら

同

郡
同

村
字
見

通
一
八
四
九
番
一
地
先
ま

で南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
字
見

Ｃ

八
・
一
〜

一
四
〇
・
〇

通
一
八
四
九
番
一
地
先
か

二
六
・
四

ら
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同

郡
同

村
字
見

通
一
一
三
七
番
五
地
先
ま

で南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
字
滝

変
更
後

Ａ

九
・
七
〜

八
八
・
〇

沢
一
〇
九
五
番
三
地
先
か

一
六
・
〇

ら同

郡
同

村
字
滝

沢
一
〇
九
五
番
二
八
地
先

ま
で

南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
字
滝

Ｂ

六
・
二
〜

一
四
二
・
〇

沢
一
〇
九
五
番
二
八
地
先

二
八
・
〇

か
ら

同

郡
同

村
字
見

通
一
八
四
九
番
一
地
先
ま

で南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
字
見

Ｃ

九
・
八
〜

一
四
〇
・
〇

通
一
八
四
九
番
一
地
先
か

二
六
・
四

ら同

郡
同

村
字
見

通
一
一
三
七
番
五
地
先
ま

で南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
字
滝

Ｄ

一
〇
・
三
〜

一
九
五
・
〇

沢
一
〇
九
五
番
二
八
地
先

一
九
・
九

か
ら

同

郡
同

村
字
見

通
一
八
四
九
番
一
地
先
ま

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
渡

変
更
前

七
・
七
〜

三
八
六
・
一

三
四
九
号

瀬
字
青
生
野
七
番
一
九
地

二
〇
・
三

先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
青

変
更
後

一
四
・
一
〜

三
九
三
・
一

生
野
字
大
犬
平
二
二
八
番

二
六
・
三

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
い
わ

石
川
郡
石
川
町
大
字
形
見

変
更
前

Ａ

七
・
八
〜

四
、
六
七
三
・
一

き
石
川
線

字
明
内
二
一
番
二
地
先
か

四
一
・
〇

ら同

郡
同

町
字
長
久
保

九
一
番
一
地
先
ま
で

石
川
郡
石
川
町
字
新
町
四

Ｂ

九
・
二
〜

二
、
九
三
六
・
〇

四
番
九
地
先
か
ら

一
〇
七
・
〇

同

郡
同

町
字
石
田
四

三
番
一
地
先
ま
で

石
川
郡
石
川
町
大
字
形
見

Ｃ

一
二
・
〇
〜

三
、
二
三
九
・
二

字
明
内
二
一
番
二
地
先
か

一
一
五
・
六

ら同

郡
同

町
字
屋
敷
ノ

入
二
七
四
番
一
地
先
ま
で
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石
川
郡
石
川
町
大
字
形
見

変
更
後

Ａ

七
・
八
〜

四
、
六
七
三
・
一

字
明
内
二
一
番
一
地
先
か

四
一
・
〇

ら同

郡
同

町
字
長
久
保

九
一
番
一
地
先
ま
で

石
川
郡
石
川
町
字
一
ノ
沢

Ｂ

一
〇
・
七
〜

一
、
三
八
三
・
二

三
一
五
番
一
地
先
か
ら

一
〇
七
・
〇

同

郡
同

町
字
石
田
四

三
番
一
地
先
ま
で

石
川
郡
石
川
町
大
字
形
見

Ｃ

一
二
・
〇
〜

三
、
六
〇
九
・
二

字
明
内
二
一
番
一
地
先
か

一
三
五
・
〇

ら同

郡
同

町
字
一
ノ
沢

三
一
五
番
一
地
先
ま
で

石
川
郡
石
川
町
字
屋
敷
ノ

Ｄ

六
・
九
〜

一
、
一
三
六
・
〇

入
二
二
七
番
一
地
先
か
ら

一
八
・
八

同

郡
同

町
字
新
町
四

四
番
九
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

伊
達
郡
川
俣
町
字
広
畑
二

変
更
前

Ａ

二
二
・
七
〜

七
・
一

三
四
九
号

番
一
地
先
か
ら

三
五
・
三

同

郡
同

町
字
広
畑
二

番
一
地
先
ま
で

変
更
後

Ａ

二
二
・
七
〜

七
・
一

三
五
・
三

Ｂ

〇
・
八
〜

七
・
〇

一
一
・
五

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
三
四
九
号

伊
達
郡
川
俣
町
大
綱
木
字
折
橋
二
番
一

令
和
四
年
五
月
二
〇
日

地
先
か
ら

同

郡
同

町
字
広
畑
三
一
番
一
地
先

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告
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公 告 第 １ ２ ３ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 税 務 シ ス テ ム 維 持 管 理 業

務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定
役務の調 達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 372号 。 以 下「 特 例政 令 」と い う。）
第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ
り 公 告 す る 。

令 和 ４ 年 ５ 月 20日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量
福 島 県 税 務 シ ス テ ム 維 持 管 理 業 務 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 総 務 部 財 務 総 室 税 務 シ ス テ ム 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
令 和 ４ 年 ３ 月 25日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 福 島 県 中 央 計 算 セ ン タ ー 福 島 県 福 島 市 新 町 ７ 番 22号

５ 落 札 金 額
1 0 2 , 3 0 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
令 和 ４ 年 ２ 月 ４ 日

（ 税 務 シ ス テ ム 課 ）

公
告
第
百
二
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

只
見
町
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

渡
部

勇
夫

南
会
津
郡
只
見
町
大
字
小
川
字
上
村
二
三
二
番
地

理
事

小
沼

武
夫

同

郡
同

町
大
字
黒
谷
字
町
四
八
八
番
地
の
三

理
事

佐
藤

好
正

同

郡
同

町
大
字
福
井
字
宮
ノ
前
五
一
六
番
地

理
事

新
國

ゆ
か
り

同

郡
同

町
大
字
只
見
字
新
町
二
二
〇
三
番
地
の
一

理
事

五
十
嵐

定
松

同

郡
同

町
大
字
福
井
字
前
田
表
八
四
番
地
の
二

理
事

佐
藤

隆
之

同

郡
同

町
大
字
福
井
字
曲
戸
五
五
六
番
地
の
二

理
事

●
久
保

国
夫

同

郡
同

町
大
字
黒
谷
字
篠
田
一
三
三
三
番
地

理
事

菅
家

達
朗

同

郡
同

町
大
字
黒
谷
字
町
五
一
二
番
地

監
事

目
黒

良
樹

同

郡
同

町
大
字
熊
倉
字
居
平
三
四
九
番
地

監
事

星

粒
一

同

郡
同

町
大
字
福
井
字
仲
町
二
六
五
番
地
の
一

監
事

矢
澤

照
嘉

同

郡
同

町
大
字
黒
谷
字
沖
一
六
九
四
番
地
の
一

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

渡
部

勇
夫

南
会
津
郡
只
見
町
大
字
小
川
字
上
村
二
三
二
番
地

理
事

小
沼

武
夫

同

郡
同

町
大
字
黒
谷
字
町
四
八
八
番
地
の
三

理
事

佐
藤

好
正

同

郡
同

町
大
字
福
井
字
宮
ノ
前
五
一
六
番
地

理
事

新
國

ゆ
か
り

同

郡
同

町
大
字
只
見
字
新
町
二
二
〇
三
番
地
の
一

理
事

五
十
嵐

定
松

同

郡
同

町
大
字
福
井
字
前
田
表
八
四
番
地
の
二

理
事

佐
藤

隆
之

同

郡
同

町
大
字
福
井
字
曲
戸
五
五
六
番
地
の
二

理
事

●
久
保

国
夫

同

郡
同

町
大
字
黒
谷
字
篠
田
一
三
三
三
番
地

理
事

菅
家

達
朗

同

郡
同

町
大
字
黒
谷
字
町
五
一
二
番
地

監
事

目
黒

良
樹

同

郡
同

町
大
字
熊
倉
字
居
平
三
四
九
番
地

監
事

星

粒
一

同

郡
同

町
大
字
福
井
字
仲
町
二
六
五
番
地
の
一

監
事

矢
澤

照
嘉

同

郡
同

町
大
字
黒
谷
字
沖
一
六
九
四
番
地
の
一

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

───────────────────────────────────────────────────────────
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【定価 １箇月 3,560円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

令和４年５月20日 金曜日 福 島 県 報 第291号 234

公 告 第 ６ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 教 育 委 員 会 教 職 員 等 に お

け る マ イ ク ロ ソ フ ト 社 教 育 機 関 向 け ラ イ セ ン ス プ ロ グ ラ ム に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者
を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平
成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年
福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ４ 年 ５ 月 20日
福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 大 沼 博 文

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 件 名 及 び 数 量
福 島 県 教 育 委 員 会 教 職 員 等 に お け る マ イ ク ロ ソ フ ト 社 教 育 機 関 向 け ラ イ セ ン ス プ ロ

グ ラ ム 7 , 1 7 9本
２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地

福 島 県 教 育 庁 教 育 総 務 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
３ 落 札 者 を 決 定 し た 日

令 和 ４ 年 ３ 月 ９ 日
４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所

株 式 会 社 Ｊ Ｅ Ｃ Ｃ 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 三 丁 目 ４ 番 １ 号
５ 落 札 金 額

1 3 7 , 0 8 7 , 2 8 0円
６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続

一 般 競 争 入 札
７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日

令 和 ４ 年 １ 月 28日
（ 教 育 総 務 課 ）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
令
和
二
年
分
の
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
Ｍ
Ｅ
Ｌ
Ｏ
Ｎ
郡
山
社
会
活
動
委
員
会
の
会
計
責
任
者

か
ら
次
の
と
お
り
訂
正
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

訂
正

箇
所

訂
正

後
訂

正
前

収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額

396,176

396,177

収
入
の

そ
の
他
の
収
入

3

4

内
訳
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